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外国人の夫婦と親子に関する外国人の夫婦と親子に関する
紛争解決センターが紛争解決センターが
活動を開始しました活動を開始しました

京都府行政書士会会長　姫田　格

外国人が適法に在留するには、原則、出入国管
理及び難民認定法（以下 ｢入管法｣）が定める27
の在留資格を取得することが必要です。この27の
在留資格のうち、「家族滞在」「日本人の配偶者等」
「永住者の配偶者等」「定住者」の４つの在留資格
については、在留資格を決定する前提として、当
該外国人の身分関係を確定しておくことが求めら
れます。この身分関係の変動に伴い、在留資格を
取得し、該当する在留資格を失い、あるいは異な
る在留資格を取得することになります。これらの
変動要因の大部分は、一方当事者もしくは双方当
事者間のいわゆる『家事紛争』を伴うことになり
ます。
ところが、これらの紛争を解決するには、国際
裁判籍、国際私法による準拠法の特定等複雑な作
業が必要ですが、現在これらの家事紛争を解決で
きる機関は、家庭裁判所に限られます。そこでは
通常、月１回の調停期日が指定されることが多い
ので、外国人の在留期間との関係で利用できない
場合があります。
また、家庭裁判所の調停が相手方の住所地を原
則とする土地管轄に拘束される結果、DV等で避

難してきた外国人が利用するには、旅費等の経済
的な問題ととともに、精神的にも利用することが
困難です。
これらの事情から、やむなく帰国を強制され、
または、在留資格を失い、退去強制にあい、不本
意ながら不法滞在に至る外国人が少なくありませ
ん。

「京都外国人夫婦と親子に関する
紛争解決センター」の設立趣旨

京都外国人の夫婦と親子に関する紛争解決センターパンフ
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ADR機関は本解決センターだけです。
京都府や滋賀県など近畿２府４県に居住する、
一方当事者または双方当事者が外国人である案件
が対象で、配偶者への同居請求や扶養請求、離婚
やこれに伴う親権者の指定請求、子供の認知や離
縁、扶養義務の確認等の在留資格の得喪に関わる
事案を扱います。詳細は、本解決センターが扱う
紛争の一覧（表）を参照してください。
外国人等から相談を受けた、国際交流協会、外
国人支援団体、行政書士、弁護士等を介して本セ
ンターが事案を受理すると、国際私法と入管手続
に詳しい行政書士と弁護士が務める調停委員が、
通訳人を加えて事実関係や準拠法の特定や、準拠
法の適用の可否等の法律関係の争点を整理し、短
期間で調停を重ね、解決策を双方当事者に提示し、
迅速な和解を目指しています。手続費用は5,250
円です。

そこで、京都府行政書士会では、裁判手続によ
らず解決可能な家事紛争についての紛争解決手続
機関を立ち上げ、より簡便迅速な方法で、外国人
の身分または地位を確定して、外国人の在留資格
をスムーズに取得できる機関が必要だと考え、「京
都外国人夫婦と親子に関する紛争解決センター」
（以下「本解決センター」）を立ち上げることにし
ました。

本紛争解決センターは、本年４月21日に、裁
判外紛争解決手続の利用に関する法律（いわゆ
るADR法）第５条の規定に基づき法務大臣の認
証（第68号）を得て、７月１日より、活動を開始
しました。この法務大臣の認証を受けた機関は現
在81例ありますが、外国人の家族問題に特化した

法務大臣の認証取得と取り扱う
紛争の範囲
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７月１日に活動を開始した後、すでに７件の申
し込みがあり、受理後、現に調停作業に入ってい
る案件が３件あります。うち２件については、10
月６日に和解が成立しました。調停作業は週１回
のペースで行っています。夫婦関係調整（同居請
求等）が１件、婚姻関係妨害排除が１件、離婚請
求５件で、うち６件は一方当事者が外国人（フィ
リピン、パキスタン、中国）で、双方当事者が外
国人（ブラジル）が１件です。予想外だったのは
日本人側からの離婚請求が２件あったことと、双
方に弁護士が代理された案件があることです。
予想以上の申し込みがあったのは、外国人の家
族関係の紛争が多数潜在していることを裏づける
もので、また現在では相談する機関はある程度存

活動開始後の特徴
在しても、手軽にかつ迅速に解決する機関が不足
していることを示していると思われます。また、
本解決センターの調停が、入管手続に関与し20年
を超える実績をもつ行政書士（入管法施行規則６
条の２第４項により申請取次資格を取得した行政
書士）と法の専門家である弁護士という専門家集
団によって行われることも、一因になっています。
今後、同時に最大５件の並行する調停が行える
ように、その体制と、調停会場の確保が差し迫っ
た課題で、中長期的には、現在は京都府行政書士
会の予算で取り組んでいますが、安定した財源確
保が課題となっています。
なお、本解決センター設立及び運営に関し、京
都弁護士会および（財）京都市国際交流協会に、ご
協力いただいていることを、この場を借りてお礼
申し上げます。

本解決センターが取り扱う紛争の一覧

【１】　婚姻
　　同居・協力・扶助
　　　（１）　婚姻の成立（法の適用に関する通則法（以下「通則法」）24条）

　　　（２）　同居請求（通則法25条）

　　　（３）　扶養請求（扶養義務の準拠法に関する法律２条）

　　　（４）　婚姻費用の分担（通則法26条）

【２】　離婚
　　　（１）　夫婦関係調整（離婚）（通則法27条）

　　　（２）　親権者の指定（通則法32条）

　　　（３）　離婚給付（通則法27条）

【３】　親子
　　　（１）　任意認知（通則法29条１項後段）

　　　（２）　離縁（通則法31条２項）

　　　（３）　父が認知した子の親権（通則法32条）

　　　（４）　扶養義務（扶養義務の準拠法に関する法律２条）

【４】　その他
　　　夫婦、親子、親族間の円満調整（具体的権利関係の形成を目的としない）
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